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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人全国

木質セメント板工業会（WCBA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日

本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって，JIS A 5404:2007 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 31 年 8 月 19 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS A 5404:2007 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 5404：2019 
 

木質系セメント板 

Cement bonded wood-wool and flake boards 

 
1 適用範囲 

この規格は，主原料として木毛・木片などの木質原料及びセメントを用いて圧縮成形し，主に建築物の

壁，床，天井，屋根などに用いる板（以下，木質系セメント板という。）について規定する。 

なお，技術上重要な改正に関する新旧対照表を，附属書 B に示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法 

JIS A 1408 建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法 

JIS A 5508 くぎ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

 

3 種類及び記号 

木質系セメント板の種類及び記号は，使用する木質原料の最大長さ及びかさ密度によって表 1 のとおり

とする。 

 

表 1－種類及び記号 

種類 記号 
木質原料の最大長さ 

mm 

かさ密度 

g/cm3 

木毛セメント板 

硬質木毛セメント板 HW 

450 以下 

1.0 以上 

中質木毛セメント板 MW 0.7 以上 1.0 未満 

普通木毛セメント板 NW 0.4 以上 0.7 未満 

木片セメント板 
硬質木片セメント板 HF 

 50 以下 
0.9 以上 

普通木片セメント板 NF 0.6 以上 0.9 未満 

 

4 形状，寸法及び許容差 

4.1 形状 

木質系セメント板の断面形状の例を図 1 に示す。 

 


